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ロ

前
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
以
外
の
国
で
あ
っ
て
指
定
国
以
外
の
国
に
対
し
種
苗
を
輸
出
す
る
行

為
及
び
当
該
国
に
対
し
最
終
消
費
以
外
の
目
的
を
も
っ
て
収
穫
物
を
輸
出
す
る
行
為
を
制
限
す
る
旨

二

出
願
品
種
の
産
地
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

出
願
者
が
当
該
出
願
品
種
の
産
地
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
地
域
と
し
て
指
定
す
る
地
域
（
以
下「
指
定
地
域
」

と
い
う
。）

ロ

指
定
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
種
苗
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
収
穫
物
を
生
産
す
る
行
為
を
制
限

す
る
旨

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
そ
の
承
継
人
を
含
む
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の

四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
（
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

と
併
せ
て
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）前
に
限
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
国
又
は
指
定
地
域
の
指
定
の
全
部
又
は
一
部

を
取
り
消
す
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
際
、
こ
れ
ら
の
公
示
と
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
届
出
に
係
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
係
る

変
更
後
の
事
項
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
第
十
八
条
第
二

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
（
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
と
併
せ
て
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。）を
し
た
場
合
に
は
、
品
種
登
録
簿
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
及
び
当
該
公
示
を
し
た
年

月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

５

登
録
品
種
の
種
苗
を
業
と
し
て
譲
渡
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
前
項
に
規
定
す
る
公
示
を
し
た
日
の
翌
日
以

後
は
、
当
該
公
示
に
係
る
登
録
品
種
の
種
苗
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
譲
渡
す
る
種
苗
又
は
そ
の
種
苗
の
包
装

に
、
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
加
え
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
種
苗
が

第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
及
び
当
該
制
限
の
内
容
に
つ
い
て
当
該
公

示
が
さ
れ
て
い
る
旨
の
表
示
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

登
録
品
種
の
種
苗
の
譲
渡
の
た
め
の
展
示
又
は
広
告
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
第
四
項
に
規
定

す
る
公
示
を
し
た
日
の
翌
日
以
後
は
、
当
該
公
示
に
係
る
登
録
品
種
の
種
苗
の
譲
渡
の
た
め
の
展
示
を
す
る
場
合
に

は
そ
の
展
示
を
す
る
種
苗
又
は
そ
の
種
苗
の
包
装
に
、
当
該
公
示
に
係
る
登
録
品
種
の
種
苗
の
譲
渡
の
た
め
の
広
告

を
す
る
場
合
に
は
そ
の
広
告
に
、
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
に
加
え
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
種
苗
が
第
一
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る

旨
及
び
当
該
制
限
の
内
容
に
つ
い
て
当
該
公
示
が
さ
れ
て
い
る
旨
の
表
示
を
付
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

７

農
林
水
産
大
臣
が
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示
を
し
た
日
の
翌
日
以
後
は
、
前
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
育
成
者
権
の
効
力
は
、
当
該
公
示
に
係
る
登
録
品
種
等
に
つ
い
て
の
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
規
定

す
る
行
為
（
以
下
「
輸
出
等
の
行
為
」
と
い
う
。）に
は
及
ぶ
も
の
と
す
る
。

（
指
定
国
又
は
指
定
地
域
の
追
加
）

第
二
十
一
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示
が
さ
れ
た
後
に

お
い
て
、
当
該
登
録
品
種
に
つ
い
て
指
定
国
又
は
指
定
地
域
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
国
又
は
指
定
地
域
を
追
加
す
る
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
前
に
限
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
国
又
は

指
定
地
域
の
追
加
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
国
又
は
指
定
地
域

の
追
加
の
全
部
を
取
り
消
す
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。）に
は
、
当
該
登
録
品
種
に
係
る
第
十
八
条
第
二
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
届
出
に
係
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
に
係
る
変
更
後
の
事
項
。
次
項
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
場
合
に
は
、
品
種
登
録
簿
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
係
る
事
項
及
び
当
該
公
示
を
し
た
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

５

農
林
水
産
大
臣
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
日
の
翌
日
以
後
は
、
当
該
公
示
に
係
る
登
録
品
種
等
に
つ

い
て
追
加
さ
れ
た
指
定
国
又
は
指
定
地
域
に
係
る
輸
出
等
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

（
届
出
の
取
下
げ
）

第
二
十
一
条
の
四

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示
が

さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
当
該
登
録
品
種
に
つ
い
て
輸
出
等
の
行
為
に
係
る
制
限
を
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め

る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
届
出
を
取
り
下
げ
る
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
前
に
限
り
、
当
該
届
出
を
取
り
下
げ
る
旨
を

農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
を

除
く
。）に
は
、
当
該
登
録
品
種
に
係
る
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
、

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
を
含

む
。）並
び
に
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
場
合
に
は
、
品
種
登
録
簿
に
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
旨
及
び
当
該
公
示
を
し
た
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

５

農
林
水
産
大
臣
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
日
の
翌
日
以
後
は
、
当
該
公
示
に
係
る
登
録
品
種
の
種
苗

に
つ
い
て
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

６

農
林
水
産
大
臣
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
日
の
翌
日
以
後
は
、
当
該
公
示
に
係
る
登
録
品
種
等
に
つ

い
て
の
輸
出
等
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第
七
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
八
条
第
三
項
中
「
旨
を
」
の
下
に
「
公
示
す
る
と
と
も
に
、」を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第

七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
及
び
当
事
者
」
を
「
、
当
事
者
」
に
改
め
、「
も
の
」

の
下
に
「
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
た
通
常
利
用
権
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条

中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
品
種
の
通
常
利
用
権
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間

内
に
限
り
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
る
。

第
二
章
第
四
節
中
第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
通
常
利
用
権
の
対
抗
力
）

第
三
十
二
条
の
二

通
常
利
用
権
は
、
そ
の
発
生
後
に
そ
の
育
成
者
権
若
し
く
は
専
用
利
用
権
又
は
そ
の
育
成
者
権
に

つ
い
て
の
専
用
利
用
権
を
取
得
し
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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